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【手続補正書】
【提出日】平成20年7月8日(2008.7.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダライナにおいて、
　括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されるとともに、この複
数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形成されるもので
あり、
　この皮膜の熱伝導率が当該シリンダライナの熱伝導率以上の大きさである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項２】
　シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダライナにおいて、
　括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されるとともに、この複
数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形成されるもので
あり、
　この皮膜の熱伝導率が前記シリンダブロックの熱伝導率以上の大きさである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項３】
　シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダライナにおいて、
　括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されるとともに、この複
数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形成されるもので
あり、
　この皮膜がシリンダライナ軸方向の上端部から中間部までにわたり形成される
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項４】
　シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダライナにおいて、
　括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されるとともに、この複
数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形成されるもので
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あり、
　シリンダライナ軸方向の上端部から中間部までの肉厚がシリンダライナ軸方向の中間部
から下端部までの肉厚よりも小さい
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜は、前記シリンダブロックに対する当該シリンダライナの密着性を高めるもの
である
　を特徴とするシリンダライナ。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜は、溶射層により構成されるものである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜は、ショットコーティング層により構成されるものである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項８】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜は、めっき層により構成されるものである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜は、前記シリンダブロックと冶金的に接合するものである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記シリンダブロックの鋳造材料の溶湯について、当該シリンダライナを鋳ぐるむ際の
同溶湯の温度を基準溶湯温度として、
　前記皮膜は、この基準溶湯温度以下の融点を有するものである
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜がシリンダライナ軸方向の上端部から下端部までにわたり形成される
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記皮膜について次の括弧内の条件が満たされる
　「皮膜の厚さが０．５ｍｍ以下である」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「外周面上の１ｃｍ２当たりの突起の数が５個～６０個の範囲に含まれる」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「突起の高さが０．５ｍｍ～１．５ｍｍの範囲に含まれる」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
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【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高
線により囲まれた領域の面積率が１０％以上である」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１６】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．２ｍｍの等高
線により囲まれた領域の面積率が５５％以下である」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１７】
　請求項１～１４のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高
線により囲まれた領域の面積率が１０％～５０％の範囲に含まれる」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１８】
　請求項１～１５のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．２ｍｍの等高
線により囲まれた領域の面積率が２０％～５５％の範囲に含まれる」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高
線により囲まれる各領域の面積が０．２ｍｍ２～３．０ｍｍ２の範囲に含まれる」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一項に記載のシリンダライナにおいて、
　前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる
　「３次元レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高
線により囲まれる各領域が独立している」
　ことを特徴とするシリンダライナ。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか一項に記載のシリンダライナを備えたエンジン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　以下、上記目的を達成するための手段及びその作用効果について記載する。
　（１）請求項１に記載の発明は、シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダ
ライナにおいて、括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されると
ともに、この複数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形
成されるものであり、この皮膜の熱伝導率が当該シリンダライナの熱伝導率以上の大きさ
であることを要旨としている。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　このように、請求項１に記載の発明を採用することで、シリンダブロックの鋳造材料と
の接合強度、及びシリンダブロックとの間の熱伝導性を十分に確保することができるよう
になる。
　また、シリンダライナの熱伝導率以上の熱伝導率を有する皮膜が形成されているため、
シリンダブロックとシリンダライナとの間の熱伝導性をより向上させることができるよう
になる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　（２）請求項２に記載の発明は、シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダ
ライナにおいて、括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されると
ともに、この複数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形
成されるものであり、この皮膜の熱伝導率が前記シリンダブロックの熱伝導率以上の大き
さであることを要旨としている。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記発明によれば、シリンダブロックの鋳造材料との接合強度、及びシリンダブロック
との間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
　また、シリンダブロックの熱伝導率以上の熱伝導率を有する皮膜が形成されているため
、シリンダブロックとシリンダライナとの間の熱伝導性をより向上させることができるよ
うになる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　（３）請求項３に記載の発明は、シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダ
ライナにおいて、括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されると
ともに、この複数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形
成されるものであり、この皮膜がシリンダライナ軸方向の上端部から中間部までにわたり
形成されることを要旨としている。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１８】
　上記発明によれば、シリンダブロックの鋳造材料との接合強度、及びシリンダブロック
との間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
　また、皮膜を通じてシリンダの中間部から上端までの範囲の温度が低減される一方で、
シリンダの中間部から下端までの範囲の温度は、皮膜が形成されていないシリンダライナ
と略同じとなる。これにより、シリンダの軸方向における温度差が小さくされるため、軸
方向におけるシリンダボアの変形量の均一化を図ることができるようになる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　（４）請求項４に記載の発明は、シリンダブロックに適用される鋳ぐるみ用のシリンダ
ライナにおいて、括れた形状の突起が当該シリンダライナの外周面上に複数形成されると
ともに、この複数の突起の表面及び当該シリンダライナの外周面上に金属材料の皮膜が形
成されるものであり、シリンダライナ軸方向の上端部から中間部までの肉厚がシリンダラ
イナ軸方向の中間部から下端部までの肉厚よりも小さいことを要旨としている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　上記発明によれば、シリンダブロックの鋳造材料との接合強度、及びシリンダブロック
との間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
　また、シリンダの中間部から上端までの熱伝導率がシリンダの中間部から下端までの熱
伝導率よりも大きくなる。これにより、シリンダの軸方向における温度差が小さくされる
ため、軸方向におけるシリンダボアの変形量の均一化を図ることができるようになる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　（５）請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載のシリンダライナ
において、前記皮膜は、前記シリンダブロックに対する当該シリンダライナの密着性を高
めるものであることを要旨としている。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　（６）請求項６に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナ
において、前記皮膜は、溶射層により構成されるものであることを要旨としている。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２３】
　上記発明によれば、皮膜が溶射層により構成されているため、シリンダライナと皮膜と
が高い密着性及び接合強度をもって接合される。これにより、シリンダブロックとシリン
ダライナとの密着性が高められるため、シリンダブロックとシリンダライナとの間の熱伝
導性をより向上させることができるようになる。また、シリンダライナとシリンダブロッ
クと剥離が抑制されるため、シリンダボアの膨張時においてもシリンダブロックとシリン
ダライナとの間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　（７）請求項７に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナ
において、前記皮膜は、ショットコーティング層により構成されるものであることを要旨
としている。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　上記発明によれば、皮膜がショットコーティング層により構成されているため、シリン
ダライナと皮膜とが高い密着性及び接合強度をもって接合される。これにより、シリンダ
ブロックとシリンダライナとの密着性が高められるため、シリンダブロックとシリンダラ
イナとの間の熱伝導性をより向上させることができるようになる。また、シリンダライナ
とシリンダブロックと剥離が抑制されるため、シリンダボアの膨張時においてもシリンダ
ブロックとシリンダライナとの間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　（８）請求項８に記載の発明は、請求項１～５のいずれか一項に記載のシリンダライナ
において、前記皮膜は、めっき層により構成されるものであることを要旨としている。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　上記発明によれば、皮膜がめっき層により構成されているため、シリンダライナと皮膜
とが高い密着性及び接合強度をもって接合される。これにより、シリンダブロックとシリ
ンダライナとの密着性が高められるため、シリンダブロックとシリンダライナとの間の熱
伝導性をより向上させることができるようになる。また、シリンダライナとシリンダブロ
ックと剥離が抑制されるため、シリンダボアの膨張時においてもシリンダブロックとシリ
ンダライナとの間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
【手続補正１７】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　（９）請求項９に記載の発明は、請求項１～８のいずれか一項に記載のシリンダライナ
において、前記皮膜は、前記シリンダブロックと冶金的に接合するものであることを要旨
としている。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　上記発明によれば、皮膜がシリンダブロックと冶金的に接合される。これにより、シリ
ンダブロックとシリンダライナとの密着性が高められるため、シリンダブロックとシリン
ダライナとの間の熱伝導性をより向上させることができるようになる。また、シリンダラ
イナとシリンダブロックと剥離が抑制されるため、シリンダボアの膨張時においてもシリ
ンダブロックとシリンダライナとの間の熱伝導性を十分に確保することができるようにな
る。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
　（１０）請求項１０に記載の発明は、請求項１～９のいずれか一項に記載のシリンダラ
イナにおいて、前記シリンダブロックの鋳造材料の溶湯について、当該シリンダライナを
鋳ぐるむ際の同溶湯の温度を基準溶湯温度として、前記皮膜は、この基準溶湯温度以下の
融点を有するものであることを要旨としている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
　上記発明によれば、皮膜が基準溶湯温度以下の融点を有するものであるため、シリンダ
ライナと皮膜とが高い密着性及び接合強度をもって接合される。これにより、シリンダブ
ロックとシリンダライナとの密着性が高められるため、シリンダブロックとシリンダライ
ナとの間の熱伝導性をより向上させることができるようになる。また、シリンダライナと
シリンダブロックと剥離が抑制されるため、シリンダボアの膨張時においてもシリンダブ
ロックとシリンダライナとの間の熱伝導性を十分に確保することができるようになる。
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３２】
　（１１）請求項１１に記載の発明は、請求項１～１０のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記皮膜がシリンダライナ軸方向の上端部から下端部までにわたり形成
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されることを要旨としている。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　上記発明によれば、皮膜を通じてシリンダの軸方向の上端から下端までの範囲の温度が
低減されるため、シリンダの温度上昇に起因するエンジンオイルの消費量をより少なくす
ることができるようになる。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　（１２）請求項１２に記載の発明は、請求項１～１１のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記皮膜について次の括弧内の条件が満たされる「皮膜の厚さが０．５
ｍｍ以下である」ことを要旨としている。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　上記発明によれば、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度を向上させること
ができるようになる。なお、皮膜の厚さが０．５ｍｍよりも大きい場合には、突起のアン
カー効果が小さくなるため、接合強度の大幅な低下をまねくようになる。
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３６】
　（１３）請求項１３に記載の発明は、請求項１～１２のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「外周面
上の１ｃｍ２当たりの突起の数が５個～６０個の範囲に含まれる」ことを要旨としている
。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　上記発明によれば、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度、及び突起間への
鋳造材料の充填性を向上させることができるようになる。なお、突起の数が上記選択範囲
から外れている場合には、次のような不具合が生じるようになる。突起の数が５個よりも
少ない場合、突起の数の不足していることにより、接合強度の低下をまねくようになる。
突起の数が６０個よりも多い場合、突起同士の間隔が狭いことにより、突起間への鋳造材
料の充填性が低下するようになる。
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【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　（１４）請求項１４に記載の発明は、請求項１～１３のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「突起の
高さが０．５ｍｍ～１．５ｍｍの範囲に含まれる」ことを要旨としている。
【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　上記発明によれば、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度、及びシリンダラ
イナの外径精度を向上させることができるようになる。なお、突起の高さが上記選択範囲
から外れている場合には、次のような不具合が生じるようになる。突起の高さが０．５ｍ
ｍよりも小さい場合、突起の高さが不足していることにより、接合強度の低下をまねくよ
うになる。突起の高さが１．５ｍｍよりも大きい場合、突起が折れやすくなることにより
、接合強度の低下をまねくようになる。また、突起の高さが不均一となるため、外径精度
が低下するようになる。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４０】
　（１５）請求項１５に記載の発明は、請求項１～１４のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高線により囲
まれた領域の面積率が１０％以上である」ことを要旨としている。
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　上記発明によれば、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度を十分に確保する
ことができるようになる。なお、面積率が１０％よりも小さい場合、面積率が１０％以上
の場合に比べて接合強度が大幅に低下するようになる。
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４２】
　（１６）請求項１６に記載の発明は、請求項１～１５のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．２ｍｍの等高線により囲
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まれた領域の面積率が５５％以下である」ことを要旨としている。
【手続補正３２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４３】
　上記発明によれば、突起間への鋳造材料の充填性を向上させることができるようになる
。なお、面積率が５５％よりも大きい場合、面積率が５５％以下の場合に比べて突起間へ
の鋳造材料の充填性が大幅に低下するようになる。
【手続補正３３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４４】
　（１７）請求項１７に記載の発明は、請求項１～１４のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高線により囲
まれた領域の面積率が１０％～５０％の範囲に含まれる」ことを要旨としている。
【手続補正３４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４５】
　上記発明によれば、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度を十分に確保する
ことができるようになる。また、突起間への鋳造材料の充填性を向上させることができる
ようになる。なお、面積率が上記選択範囲から外れている場合には、次のような不具合が
生じるようになる。高さ０．４ｍｍの等高線により囲まれた領域の面積率（第１面積率）
が１０％よりも小さい場合、第１面積率が１０％以上の場合に比べて接合強度が大幅に低
下するようになる。第１面積率が５０％よりも大きい場合、高さ０．２ｍｍの等高線によ
り囲まれた領域の面積率（第２面積率）が５５％を上回るため、突起間への鋳造材料の充
填性が大幅に低下するようになる。
【手続補正３５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　（１８）請求項１８に記載の発明は、請求項１～１５のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．２ｍｍの等高線により囲
まれた領域の面積率が２０％～５５％の範囲に含まれる」ことを要旨としている。
【手続補正３６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
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　上記発明によれば、突起間への鋳造材料の充填性を向上させることができるようになる
。また、シリンダブロックとシリンダライナとの接合強度を十分に確保することができる
ようになる。なお、面積率が上記選択範囲から外れている場合には、次のような不具合が
生じるようになる。高さ０．２ｍｍの等高線により囲まれた領域の面積率（第２面積率）
が２０％よりも小さい場合、高さ０．４ｍｍの等高線により囲まれた領域の面積率（第１
面積率）が１０％を下回るため、接合強度が大幅に低下するようになる。第２面積率が５
５％よりも大きい場合、第２面積率が５５％以下の場合に比べて突起間への鋳造材料の充
填性が大幅に低下する。
【手続補正３７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
　（１９）請求項１９に記載の発明は、請求項１～１８のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高線により囲
まれる各領域の面積が０．２ｍｍ２～３．０ｍｍ２の範囲に含まれる」ことを要旨として
いる。
【手続補正３８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　上記発明によれば、シリンダライナの製造工程における突起の破損を抑制することがで
きるようになる。また、突起間への鋳造材料の充填性を向上させることができるようにな
る。なお、高さ０．４ｍｍの等高線により囲まれた領域の面積が上記選択範囲から外れて
いる場合には、次のような不具合が生じるようになる。同面積が０．２ｍｍ２よりも小さ
い場合、突起の強度が不足することにより、シリンダライナの製造工程において突起の破
損をまねくようになる。同面積が３．０ｍｍ２よりも大きい場合、突起同士の間隔が狭い
ことにより、突起間への鋳造材料の充填性が低下するようになる。
【手続補正３９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　（２０）請求項２０に記載の発明は、請求項１～１９のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナにおいて、前記括れた形状の突起について次の括弧内の条件が満たされる「３次元
レーザ測定器により得られる突起の等高線図において、高さ０．４ｍｍの等高線により囲
まれる各領域が独立している」ことを要旨としている。
【手続補正４０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　上記発明によれば、突起間への鋳造材料の充填性を向上させることができるようになる
。なお、高さ０．４ｍｍの等高線により囲まれる各領域が独立していない場合には、突起
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同士の間隔が狭いことにより、突起間への鋳造材料の充填性が低下するようになる。
【手続補正４１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５２】
　（２１）請求項２１に記載の発明は、請求項１～２０のいずれか一項に記載のシリンダ
ライナを備えたエンジンであることを要旨としている。
【手続補正４２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　上記発明によれば、シリンダボアの間隔をより小さく設定することが可能となるため、
軽量化を通じて燃料消費率の向上を図ることができるようになる。
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